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女川町復興計画策定に係る復興方針について（中間答申） 

平成２３年５月１日付け、女企第５号で諮問のあったこのことにつ

いて、本委員会において協議、検討を行い、復興計画に係る復興方針

を別添のとおり定めましたので中間答申いたします。 

 

 



復興方針 

■復興の基本的な考え方 

復興の基本的考え方として、「安心・安全な港町づくり」「港町産業の再生と発展」「住みよい港町

づくり」の３つの柱を掲げます。 

「安心・安全な港町づくり」としては、港周辺部の土木構造物等の整備、津波避難対策の構築、防

災上重要な施設の集約・拠点化、防災道路の整備など、「港町産業の再生と発展」では、町の基幹産

業である漁業の早期再開、新たな雇用の創出、観光の再生・創出など、「住みよい港町づくり」では、

安全な居住地の確保、医療機関、福祉施設の集約・拠点化などに取り組みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■復興方針で想定する期間 

復興方針で想定する期間は、復旧期（2 年）、基盤整備期（３年）、本格復興期（３年）の計 8 年間

とします。 

 

 
 
 
 
 
 

 

復興の３つの柱 

安心・安全な港町づくり《防災》 
（１）港周辺部の土木構造物等の整備 
（２）津波避難対策の構築 
（３）防災上重要な施設の集約・拠点化 
（４）学校等避難所の機能の強化 
（５）防災道路ネットワークの整備 
（６）自立型エネルギーの整備 
（７）地域防災力の強化・意識啓発の推進 
（８）災害遺構の保存等 
（９）地域防災計画の見直し 

港町産業の再生と発展《産業》 
（１）水産業の応急復旧による早期再開 
（２）漁港の再整備と水産業の再生 
（３）商工業の再生 
（４）新たな雇用の創出 
（５）観光の再生・創出 

住みよい港町づくり《住環境》 
（１）町中心部の安全な居住地の確保 
（２）離半島部の安全な居住地の確保 
（３）恒久住宅の供給・再建 
（４）公共交通機関の再開・整備 
（５）歴史的遺構・伝統的文化の回復 
（６）医療機関・福祉施設の集約・拠点化 

本格復興期 

【3 年】 

基盤整備期 

【3 年】 

復旧期 

【2 年】 

 復旧事業や復興

に向けた事業の

準備の時期 

町の基盤の再建・整備

の時期 

整備された基盤に

基づき、地域の価値

を高めていく時期 

別 添 


